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子ども・子育て支援金制度による「子

ども・子育て支援金」の徴収が、令和８

年４月から（給与天引きはその翌月か

ら）スタートします。 

こども家庭庁から公表された事業主向

けリーフレットを確認しておきましょ

う。 

このリーフレットにはＱ＆Ａも掲載さ

れており、そのなかには、次のようなも

のもあります。 

Ｑ 給与明細で分けて記載しないとい

けないの？ 

Ａ 保険料額の内訳として支援金額を

示すことは法令上の義務ではあり

ませんが、本制度が社会全体でこ

どもや子育て世帯を応援する趣旨

であることを踏まえて、給与明細

にその内訳を記載する取組につい

てご理解・ご協力をお願いしま

す。 

給与明細に、保険料額の内訳として支

援金額を示すか否かについては、上記の

見解を念頭に置きつつ、各企業の実情に

応じて対応すれば差し支えないでしょ

う。 

たとえば、協会けんぽに加入し、保険

料額表を用いて保険料を計算している企

業においては、今後公表される保険料額

表の表記の仕方も考慮して、給与明細の

記載内容を取り決めればよいと思いま

す。 

なお、こども家庭庁から、上記の事業

主向けのリーフレットのほか、ポスター

や加入者向けのリーフレットも公表され

ています。 

子ども・子育て支援金は、民間企業に

お勤めの方にあっては、健康保険の保険

料と合わせて徴収されます（労使で折半

負担）。企業としては、従業員の方にも理

解してもらう必要があるので、次ページ

のポスターを事業所の見やすい場所に掲

示しておくなど、周知を図っておくとよ

いかもしれません。 

子ども・子育て支援金制度のリーフレットなど

を公表（こども家庭庁） 

［ 今月の NEWS ］

子ども・子育て支援金制度／ 

事業主向けリーフレット 

リーフレットやポス

ターが必要であれ

ば、気軽にお声掛け

ください。 

そのＵＲＬなどをお

伝えします。 

（次ページへ続く） 
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子ども・子育て支援金制度／広報用ポスター（こども家庭庁） 

子ども・子育て支援金制度／事業主向けリーフレット（抜粋） 

▼一部拡大 
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厚生労働省から、令和８年度の年金額

改定についてお知らせがありました。令

和８年度の年金額は、法律の規定に基づ

き、国民年金（基礎年金）は 1.9％の引き

上げ、厚生年金保険（報酬比例部分）は

2.0％引き上げられます。 

また、在職老齢年金の計算に用いる

「支給停止調整額」についても、名目賃

金の変動に応じて改定が行われます。 

ここでは、在職老齢 

年金に着目してお伝え 

します。 

在職老齢年金の計算に用いる「支給停止 

調整額」を改定 令和８年４月から 

［ 今月の NEWS ］

在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」の改定（令和８年４月～） 

「支給停止調整額」は、令和７年の年金制度改正により法定の額の引き上げ（ 万円→ 万円）が行われ、こ
れに名目賃金の変動に応じた改定が適用され、令和７年度の 万円から、令和８年度は「 万円」に大幅に引
き上げられることになりました。

）年３月 

賃金（賞与込み月収）＋ 年金の月額が、 
・「 万円」超えないとき 年金の減額なし 
・「 万円」超えるとき 年金の減額あり（超える額の２分の１を支給停止）

令和８（ ）年

賃金（賞与込み月収）＋ 年金の月額が、 
・「 万円」超えないとき 年金の減額なし 
・「 万円」超えるとき 年金の減額あり（超える額の２分の１を支給停止）

歳台前半の在職老齢年金と 歳台後
半・ 歳以上の在職老齢年金に共通のものとなっています。

◆ イメージ図／厚生労働省の資料を一部修正 ◆
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 女性の健康問診の主体（労働者に対する直接的な介入者）は健康診断実施機関（以下「健診機

関」という）であり事業者ではありません。別途作成された「女性特有の健康課題に関する問診に係る

健診機関実施マニュアル」に基づき、健診機関が、女性の健康問診を実施し、健康課題により困ってい

ることがあると回答した労働者に対し、女性特有の健康課題に関する情報提供や専門医への早期受診

勧奨を行うこととされています。

なお、その回答内容は、個人情報保護の観点から、本人の同意なく事業者に提供されることはない

こととされています。

労働安全衛生法に基づく一般健康診断

の検査項目等に関する検討のなかで、問

診票に女性特有の健康課題（月経困難

症、月経前症候群、更年期障害等）に係

る質問を追加することが適当とされ、厚

生労働省において、望ましい対応等を示

したマニュアルを作成することとされま

した。 

そのマニュアルが公表されましたの

で、そのうち事業者向けのものを紹介し

ます。 

女性の健康問診は、事業者に義務付け

られるものではありませんが、問診の結

果を活用し、女性の健康管理支援を実施

することは、人材の確保、生産性の向上

などにつながります。 

マニュアルをご覧になりたいときは、

気軽にお声掛けください。 

問診を活用した女性の健康管理支援実施 

マニュアルなどを公表（厚労省） 

［ 今月の NEWS ］

「女性特有の健康課題に関する問診を活用した 

女性の健康管理支援実施マニュアル」の意義など 

このマニュアルは、一般健康診断の機会を活用して、女性特有の健

康課題により職場で困っている労働者に対し、事業者が対応すべき内

容、望ましい職場環境改善の取り組みや参考情報をとりまとめたもの

となっています。

【女性の健康問診の位置づけ】

女性の健康問診は、業務との直接的な関連性や作業関連疾患として

の位置づけが限定的であるため、事業者に義務付けられているもので

はありません。

その目的は、女性自身の健康状態への気づきを促し、必要に応じて

労働者が医療機関へアクセスできるよう支援することにあります。
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企業型の確定拠出年金（企業型ＤＣ）

の加入者については、事業主の拠出に上

乗せして加入者掛金を拠出すること（マ

ッチング拠出）が可能ですが、マッチン

グ拠出における加入者掛金の額は、事業

主掛金の額を超えてはならないという制

限が設けられています。 

この制限が、確定拠出年金法の改正に

より、撤廃されることになりました（施

行期日は、令和８年４月１日）。 

企業型ＤＣを導入している企業・加入

者の方々にとっては重要な改正といえま

す。 

令和８年４月からは、事業主掛金の額

によらずに、加入者がそれぞれの状況に

応じて拠出限度額の枠（企業型ＤＣのみ

の場合、現在月額 5.5 万円〔令和８年 12

月からは月額 6.2 万円〕）を十分に活用す

ることができるようになります。……

「当該拠出限度額－事業主掛金額」を上

限に、加入者が拠出することが可能に。 

厚生労働省からは、今回の制限撤廃に

係る事務の取扱いに関する参考資料など

も公表されていますので、必要であれば

お声掛けください。そのＵＲＬなどをお

伝えします。 

マッチング拠出における加入者掛金の額の 

制限を撤廃（令和８年４月～） 

［ 今月の NEWS ］

マッチング拠出における加入者掛金の額の制限撤廃 

（令和８年４月１日施行）の概要 
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令和８年度から、協会けんぽの健診

（健康診断）が、さらに手厚く、新しく

なるということです。 

そのポイントを確認しておきましょ

う。 

協会けんぽでは、従業員の皆さまに、

健診の受診に関する積極的な声がけをす

るように呼びかけています。 

社内の回覧や掲示、配布などに活用で

きるリーフレットやポスターも公表され

ていますので、必要であればお声掛けく

ださい。協会けんぽの専用ページのＵＲ

Ｌなどをお伝えします。 

協会けんぽから、新しい健診について 

お知らせ ←協会けんぽ加入事業所向け 

［ 今月の NEWS ］

令和８年度 協会けんぽの健診がさらに手厚く、新しく！／３つのポイント 

〈補足〉さらに、令和９年度からは、これらの健診がすべて被扶養者も対象となるということです。
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参考：毎月勤労統計調査（全国調査・地方調査） 結果の概要｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 他 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1a.html

※ 季節調整値：前月からの変化を適切に捉えるため、季節変動の影響を除いた数値（原数値から季節変動を除去した結果数値）

定期給与 現金給与総額（2025 年 11 月)

全国 東京都 大阪府 広島県 岡山県 
313,531 円 394,093 円 319,501 円 305,494 円 320,277 円 

労働関係指標（2025 年 12 月) 

有効求人倍率 

（季節調整値※） 

全国  1.19 倍 

有効求人数 

全国 2,264,534 人

有効求職者数 

全国 1,769,272 人 

広島県 1.36 倍 広島県 57,029 人 広島県 42,076 人 

福山市 1.59 倍 福山市 9,919 人 福山市  6,253 人

人事労務の統計指標 

［ 統計指標 ］
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（注）１．令和５年度までは実績、令和６年度は実績見込み、令和７年度は見通しである。 

２．財政赤字の計数は、国及び地方の財政収支の赤字であり、一時的な特殊要因を除いた数値。 

３．平成６年度以降は08SNA、昭和 55年度以降は93SNA に基づく計数（租税負担の計数は租税収入ベースであり、SNA ベースとは異なる） 

参考：負担率に関する資料 : 財務省 (mof.go.jp)他  https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a04.htm 

人事労務の統計指標 

［ 統計指標 ］

国 負担率：租税負担及び社会保障負担を合わせた義務的な公的負担の国 所得に対する 率
財政 字を含む国 負担率：国 負担率に将来世代の潜在的な負担として財政 字を加えたもの
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今回の名城訪問は高遠城です。 

高遠藩 3 万 3千石の藩庁として明治維

新を迎えた名城です。 

高遠城は、武田氏にとって南信濃の支

配、対織田・徳川の軍事拠点としての役

割を担う重要な名城でした。城主は武田

氏一門がつとめるなど縁も深く、武田氏

最後の当主の誕生、信玄の父・信虎の死

去は、いずれも高遠城でのことです。 

1582 年 3 月、甲州征伐による武田氏最

後の組織戦が高遠で繰り広げられます。

織田軍 3 万に対し、武田守備隊は 3 千。

城主・仁科五郎盛信の奮戦むなしく守備

隊は玉砕、城は落城します。高遠町で

は、今でも敬慕する城主を「五郎さん」

と親しみを込めて呼んでいるそうです。 

今回の名城訪問は小諸城です。 

小諸藩 1 万 5千石の藩庁として明治維

新を迎えた名城です。 

今に残る小諸城郭の基本形は、武田信

玄が領有して縄張を拡充したことに始ま

ります。武田氏の滅亡後は、漫画『セン

ゴク』の主人公・仙石権兵衛秀久が入城

し、三重の天守を建造しますが、惜しく

も落雷で消失してしまいました。 

ハイライトは第二次上田合戦です。

1600 年、小諸城を本陣とする、後の二代

将軍・秀忠が率いる徳川軍と上田城を本

陣とする真田軍が激突。徳川軍は敗北し

ます。その結果、秀忠は関ケ原の戦いに

「世紀の大遅参」。戦下手な武将というレ

ッテルを貼られることとなりました。 

日本１００名城に行こう vol.15 

～高遠城 / 小諸城～ 

［ 歴史探訪 ］

【#30 高遠城（長野県伊那市）】 

① 天守 ：なし 

② 城区分：平山城 

③ 築城年：不明 

④ 築城者：不明、武田信玄 

⑤ 主な遺構 

本丸/二の丸/空堀など 

【#28 小諸城（長野県小諸市）】 

① 天守 ：なし 

② 城区分：平山城 

③ 築城年：1554 年 

④ 築城者：武田信玄、仙石秀久 

⑤ 主な遺構 

大手門/天守台/石垣ど 
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ゆんたくひんたく 

［ coffee break ］
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

営業日のお知らせなど 

［ 今月のお知らせ ］

赤文字の日、及び青文字の日は休みとさせていただきます。

2026 

３ March 

3/10 ● 2

3/16 ● 2025

3/31 ● 2 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 
● 1 月決算法人の確定申告と納税・7月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 

お仕事 

カレンダー

3月


